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証券コード　9887
令和元年６月３日

株 主 各 位
東京都武蔵野市中町一丁目 1 4 番 5号

株式会社 松屋フーズホールディングス
代表取締役社長 瓦 葺 一 利

第44期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下

さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示していただき、令和元年６月24日
（月曜日）午後６時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 令和元年６月25日（火曜日）　午前10時
２．場 所 東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアットリージェンシー東京　Ｂ１階　宴会場「桃山」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照下さい。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第44期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

２．第44期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）計
算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役６名選任の件
第３号議案
第４号議案
第５号議案

監査役１名選任の件
退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
補欠監査役１名選任の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますよう
お願い申し上げます。

◎当日の受付開始は午前９時を予定しております。
◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承下さい。

◎次の事項につきましては、法令並びに当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当
社ウェブサイト（https://www.matsuyafoods.co.jp/ir/）に掲載しておりますので、本招集ご
通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成する
に際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

　①　連結計算書類の連結注記表
　②　計算書類の個別注記表
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（https://www.matsuyafoods.co.jp/ir/）に掲載させていただ
きます。

◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解下さいますようお
　願い申し上げます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(平成30年４月１日から)平成31年３月31日まで

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や個人消費に一部持ち

直しの動きが見られ、景気は緩やかな回復基調が続いています。外食業界

におきましては、食材価格や人件費の上昇等により経営環境は一層厳しさ

を増しております。

　このような環境の中で、当社グループは以下のような諸施策を推進し、

業容の拡大と充実に積極的に取り組んでまいりました。

　新規出店につきましては、第二の主力業態であるとんかつ業態を中心に

出店し、とんかつ業態42店舗、牛めし業態14店舗、鮨業態３店舗、その他

業態７店舗（国内５店舗、海外２店舗）の合計66店舗を出店いたしました。

一方で、直営の牛めし業態９店舗、とんかつ業態２店舗、鮨業態１店舗に

つきましては撤退いたしました。したがいまして、当連結会計年度末の店

舗数はＦＣ店を含め、1,181店舗（うちＦＣ６店舗、海外12店舗）となりま

した。この業態別内訳としては、牛めし業態958店舗、とんかつ業態188店

舗、鮨業態８店舗、その他の業態27店舗となっております。

　新規出店を除く設備投資につきましては、75店舗の改装（全面改装17店

舗、一部改装58店舗）を実施した他、工場生産設備などに投資を行ってま

いりました。

　商品販売及び販売促進策につきましては、『春のカルビ増量キャンペー

ン』、創業祭として『カルビ焼肉定食100円引きキャンペーン』等を実施い

たしました。また、『松屋復刻メニュー総選挙2018』第1位の「焼き牛め

し」復刻販売、新商品として「ごろごろチキンのてりたま丼」「和風タル

タルチキン定食」、「回鍋肉定食」「ネギだく塩ダレ豚カルビ定食」「茎

わさび山形だし牛めし」「ケイジャンチキン定食」「ごろごろチキンのト

マトカレー」「茄子とネギの香味醤油ハンバーグ定食」「牛焼肉の旨辛炒
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め定食」「牛鍋膳」「豆腐キムチチゲ鍋膳」「チーズタッカルビ鍋定食」

「ビーフハンバーグステーキ定食」「鶏タルささみステーキ定食」「鶏と

玉子の味噌煮込み鍋膳」「四川風麻婆鍋膳」「ごろごろチキンのチリソー

ス定食」、健康志向メニューとして「定食のライスを湯豆腐に変更可能な

サービス」における「さっぱり塩ダレおろし豆腐」等を導入いたしました。

また、お弁当予約サイト松弁ネットで、『松弁ポイント』を開始いたしま

した。さらにＱＲコード決済の取り扱いを開始いたしました。

　これらの取り組みの結果、当連結会計年度の連結ベースの業績は次のと

おりとなりました。

　まず、売上高につきましては、既存店売上が前期比101.9％と前年を上回

ったことに加え、前年度以降の新規出店等による売上増加分が寄与したこ

と等により、前期比5.5％増の981億58百万円となりました。

　売上原価につきましては、食材の仕入単価変動等により、原価率が前期

の32.6％から32.8％に上昇いたしました。

　販売費及び一般管理費につきましては、売上高に対する比率が前期の

63.0％から63.2％と増加いたしました。この要因は、生産性向上等により、

人件費の売上高に占める割合が前期の35.0％から34.2％と改善した一方、

新規出店、改装実施の店舗数増により、人件費以外の経費の売上高に占め

る割合が、前期の28.0％から29.0％と上昇したことによるものであります。

なお、当社において重視すべき指標と認識しているＦＬコスト（売上原価

と人件費の合計。FOODとLABORに係るコスト）の売上高比は、前期の67.6％

から67.0％へと改善いたしました。

　以上の結果、営業利益は前期比5.7％減の38億84百万円、経常利益は前期

比4.4％減の41億82百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比

7.7％減の21億97百万円となりました。

　なお、平成30年10月１日をもって当社の100％子会社である株式会社松屋

フーズ分割準備会社（現株式会社松屋フーズ）へ「松屋」「松のや」等の

飲食事業全般及び周辺業務を承継させ、当社は社名を株式会社松屋フーズ

ホールディングスに変更し、持株会社体制へ移行しております。
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②　資金調達の状況

　当連結会計年度中において、グループの所要資金として、金融機関から

の借入により約111億円を調達しております。

　その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

③　設備投資の状況

　当連結会計年度中に実施しました設備投資関連の総額（敷金、保証金含

む）は、約73億円であり、その主なものは次のとおりであります。

　なお、上記金額には、次の費用性資産への投資額が含まれております。

イ．新規店舗開設時の少額厨房機器等 329,054千円

ロ．店舗リニューアル時の少額厨房機器等 272,955千円

設 備 の 内 容 投 資 金 額

新 規 店 舗 開 設 3,871,380千円

既 存 店 舗 リ ニ ュ ー ア ル 等 1,663,511

生 産 物 流 設 備 1,620,993

そ の 他 設 備 231,206

（注）当連結会計年度の設備資金は自己資金及び金融機関からの借入金によって充当いたしまし

た。

④　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　当社は、平成30年６月26日開催の第43期定時株主総会で承認されました

吸収分割契約に基づき、平成30年10月１日をもって当社の100％子会社であ

る株式会社松屋フーズ分割準備会社（現株式会社松屋フーズ）へ「松屋」

「松のや」等の飲食事業全般及び周辺業務を承継させ、当社は社名を株式

会社松屋フーズホールディングスに変更し、持株会社体制へ移行しており

ます。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　分
第41期

(平成28年３月期)
第42期

(平成29年３月期)
第43期

(平成30年３月期)

第44期
(当連結会計年度)
(平成31年３月期)

売 上 高（千円） 83,947,941 89,039,270 93,006,081 98,158,634

経 常 利 益（千円） 3,771,043 5,063,450 4,375,225 4,182,897

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益

（千円） 1,619,371 2,836,890 2,380,852 2,197,643

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 84円98銭 148円86銭 124円94銭 115円32銭

総 資 産（千円） 56,979,634 57,146,350 58,302,822 65,026,191

純 資 産（千円） 34,841,560 37,172,987 39,078,966 40,808,255

１ 株 当 た り 純 資 産 額 1,828円29銭 1,950円65銭 2,050円68銭 2,141円46銭

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16

日。）を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度の総資産の金額につ

いては、当該会計基準等を遡って適用した後の金額となっております。
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(3) 重要な子会社の状況

①重要な子会社の状況

会 社 名 資本金 議決権比率 主 な 事 業 内 容

％

株 式 会 社 松 屋 フ ー ズ 90,000千円 100
日本国内における飲食店舗の運営
及び食品の製造

株式会社エム・テイ・テイ 90,000千円 100
厨房機器の総合メンテナンス及び建設施工
監理、給排水工事

株式会社エム・エル・エス 90,000千円 100
クリーニング事業及び衛生用品
（洗剤）の販売業務

株式会社トレンジエクスプレス 10,000千円 100
当社グループ内における食材等の
配送事業

株 式 会 社 松 屋 フ ァ ー ム 1,000千円 100 農業及び農業の代行・受託

青 島 松 屋 商 貿 有 限 公 司 2,896千元 100
中華人民共和国における地場企業
に対する技術指導、各種業務受託

上海松屋餐飲管理有限公司 37,185千元 100
中華人民共和国における飲食店舗
の運営

台灣松屋餐飲股份有限公司 40,000千台湾ﾄﾞﾙ 100 台湾における飲食店舗の運営

Matsuya Foods USA,Inc. 17,000千米ﾄﾞﾙ 100
米国における持ち株会社としての
マネジメント業務等

Matsuya International,Inc. 1,000千米ﾄﾞﾙ 100(100) 米国における食材の仕入・加工・販売

Matsuya New York,Inc. 154千米ﾄﾞﾙ 100(100) 米国における飲食店舗の運営

（注）１．議決権比率の欄の（　）内は、連結子会社である「Matsuya Foods USA,Inc.」による

間接所有割合であり、内数表示してあります。

２．「Matsuya International,Inc.」は、全業務を「Matsuya New York,Inc.」へ移管して

おります。

３．平成30年４月24日付で分割承継会社として「株式会社松屋フーズ分割準備会社」を設

立しております。なお、平成30年10月１日付で会社分割を実施し、「株式会社松屋フ

ーズ」に社名を変更しております。

４．平成31年１月23日付で当社グループ内における食材等の配送事業を目的として、「株

式会社トレンジエクスプレス」を設立しております。

②事業年度末日における特定完全子会社の状況

会 社 名 住 所 帳簿価額の合計額 当社の総資産

株式会社松屋フーズ 東京都武蔵野市中町一丁目14番地５ 33,625,710千円 49,913,831千円

－ 6 －
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(4) 対処すべき課題

現在、外食業界各社は消費環境の変化や業態の壁を超えた競争の激化等に

よって、企業淘汰の時代に入っております。また、消費者の食の安全・安心

への視線もより厳しいものとなっております。

しかし、当社グループでは、このような環境を「企業規模拡大と質的充実

の機会」と捉え、効率的な経営体制と内部統制制度を整備し、顧客指向を一

層進めて、企業価値向上を目指してまいります。

対処すべき課題として次のとおりと考えております。

①　店舗における競争力強化

当社グループは顧客第一主義を掲げる観点から、顧客と実際に接する店

舗について、以下の取り組みを推進して競合他社に対する優位性を確立し

てまいります。

イ．売上高増加・入客数拡大戦略推進

おいしさと品質、安全・安心を追求し、顧客ニーズを満たした新商品

の投入と既存商品のブラッシュアップ等に取り組んでまいります。そし

て、ＱＳＣ（Quality商品の品質、Serviceサービス、Cleanliness清潔

さ）の向上、計画的な販売促進・広告宣伝の実施、また、成長戦略とし

て好立地への新規出店、店舗等の改装・修繕等のリニューアルを行って

まいります。

さらに、ＱＲコード決済等のキャッシュレス化、松弁ネット・松券セ

レクトの推進等により、お客様の利便性の向上を図るとともに、宅配弁

当対応店舗の拡大等による一層の入客数の拡大に取り組んでまいります。

ロ．生産性向上

省人化・省力化を推進すべく、店舗内の作業の見直しや、オペレーシ

ョン省力化のための機械化投資やシステムの整備等によって、効率化を

推進し、生産性を高めてまいります。

②　業態の開発・海外展開

当社グループの第２の柱となるとんかつ業態「松のや」におきましては、

インフラの標準化やＱＳＣの底上げ等に注力し、出店・拡大に向けたさら

なる磨きこみを図ってまいります。

また、鮨・中華・カレー・ステーキの各業態におきましても、次の業態

の柱として確立すべく、出店を推進してまいります。

さらに、海外におきましては、米国（ニューヨーク）・中国（上海）に

加え、台湾にも新規出店を果たしており、さらなるグローバル化に向け取

り組んでまいります。

－ 7 －
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③　人材育成

すべての従業員が高品質なサービスを提供し、ＣＳ（顧客満足）を実現

できる人材となれるよう、教育プログラムを推進しております。基本であ

るＱＳＣの追求はもちろん、社員及びパート・アルバイト一人ひとりのス

キルアップこそが企業のさらなる発展に繋がるとの考えから、従業員教育

をより一層強化し、企業理念である、“みんなの食卓でありたい”を実現

してまいります。

また、新たな外国籍人材受け入れ拡大に伴い、外国人社員の採用を強化

するとともに教育体制の充実を図ってまいります。

さらに、働き方改革を通じて、健康で働きやすい職場環境の整備を実現

してまいります。

④　食材調達・生産体制の強化、原価率の適正化

食材の安定的な調達と仕入単価低減のため、仕入先・仕入地域の多様化・

分散化と最適化に取り組んでまいります。また、工場における生産設備の

稼動率向上による、生産能力の増強と効率化を図ってまいります。さらに、

メニュー開発とその販売構成比増加、食材ロス削減、在庫水準のコントロ

ール等を推進して、原価率の適正化を図ってまいります。

食品安全への取り組みの一環として、国際的規格であるFSSC22000を嵐山

工場で取得済であり、富士山工場・川島生産物流センターについても取得

予定であります。

－ 8 －

対処すべき課題
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(5)主要な事業内容（平成31年３月31日現在）

当社グループは、牛めし・カレー・定食・その他丼業態「松屋」、とんか

つ業態「松のや」の運営を主力事業として展開しております。なお、下記各

号及びこれに付帯又は関連する一切の事業を営むことができます。

①　飲食店業（牛めし定食事業・とんかつ事業・鮨事業等）

②　農畜水産物等、食品原材料の販売及び輸出入

③　農畜水産物を原料とする加工調理食品の製造、販売及び輸出入

④　フランチャイズ形態による飲食店業の技術及び経営指導

⑤　不動産賃貸及び管理

⑥　厨房設備、空調設備、事務用機器、自動販売機及び飲食店用什器・備品

の賃貸、売買及び輸出入（古物も含む）

⑦　酒類・煙草・米穀類及び日用品雑貨の販売

⑧　損害保険代理業

⑨　建築物の設計、販売及び工事監理並びに土木、建築及び造園工事の施工

請負業

⑩　店舗建設にかかわる建築資材の輸入販売

⑪　産業廃棄物・一般廃棄物の処理業及び収集運搬業

⑫　クリーニング業

⑬　リネンサプライ業

⑭　衛生用品の売買

⑮　内装仕上げ工事・管工事の設計並びに施行

⑯　建物の維持管理業務

⑰　福利厚生業務、保険事務の処理業務及び福利厚生施設の維持管理に関す

る業務

⑱　給与計算代行業務

⑲　帳票の記載、文書管理等の総務事務及び情報システムの管理運営に関す

る業務

⑳　各号に附帯する一切の事業

－ 9 －

主要な事業内容
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(6)主要な営業所及び工場（平成31年３月31日現在）

①　当社の主要な事業所

本 社 東京都武蔵野市中町一丁目14番地５

②　子会社の主要な事業所

イ．株式会社松屋フーズ

本 社 東京都武蔵野市中町一丁目14番地５

嵐 山 工 場 埼玉県比企郡嵐山町花見台４番地３

川島生産物流セ
ンター

埼玉県比企郡川島町かわじま１丁目10番地

富 士 山 工 場 静岡県富士宮市大字北山字峯4242番地４

店舗

直営店舗

1,163店

首 都 圏 計 東 京 都 神奈川県 千 葉 県 埼 玉 県
－ －

696店 402店 119店 69店 106店

関 西 圏 計 大 阪 府 京 都 府 兵 庫 県 滋 賀 県 奈 良 県 和歌山県

211店 120店 21店 51店 ４店 ８店 ７店

愛 知 県 岐 阜 県 三 重 県 静 岡 県 富 山 県 石 川 県

東海・北陸圏計 50店 ７店 ６店 17店 ５店 ６店

93店 福 井 県
－ － － － －

２店

北 関 東 ・
甲信越圏計

群 馬 県 栃 木 県 茨 城 県 新 潟 県 長 野 県 山 梨 県

59店 10店 ５店 13店 11店 12店 ８店

北 海 道 ・
東 北 圏 計

北 海 道 宮 城 県 福 島 県 岩 手 県 山 形 県
－

39店 14店 11店 ８店 ３店 ３店

岡 山 県 広 島 県 山 口 県 香 川 県 徳 島 県 愛 媛 県

中 国 ・ 四 国 ・
九州・沖縄圏計

６店 11店 ５店 ５店 ４店 ６店

65店 福 岡 県 熊 本 県 鹿児島県 沖縄県
－ －

24店 １店 １店 ２店

ＦＣ店舗

６店

首 都 圏 計 東 京 都 神奈川県
－ － － －

４店 ３店 １店

関 西 圏 計 兵 庫 県
－ － － － －

２店 ２店

－ 10 －

主要な営業所及び工場



2019/05/21 18:01:35 / 18483143_株式会社松屋フーズホールディングス_招集通知

ロ．その他

株 式 会 社 エ ム ・ テ イ ・ テ イ 東京都練馬区関町北三丁目１番地10

株 式 会 社 エ ム ・ エ ル ・ エ ス 埼玉県東松山市新郷83番地１

株式会社トレンジエクスプレス 埼玉県比企郡川島町かわじま一丁目10番

株 式 会 社 松 屋 フ ァ ー ム 静岡県富士宮市大字北山字峯4242番地４

青 島 松 屋 商 貿 有 限 公 司 中華人民共和国

上 海 松 屋 餐 飲 管 理 有 限 公 司 中華人民共和国

台 灣 松 屋 餐 飲 股 份 有 限 公 司 台湾

M a t s u y a  F o o d s  U S A , I n c . アメリカ合衆国

Matsuya International,Inc. アメリカ合衆国

M a t s u y a  N e w  Y o r k , I n c . アメリカ合衆国

－ 11 －
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(7)従業員の状況（平成31年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

事 業 の 種 類 従 業 員 数
前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

（△は減少）

国 内 飲 食 事 業 1,362（8,378）名 △12（217）名

そ の 他 事 業 130（　129） △6（ 15）

全 社 44（　　1） 44（　1）

合 計 1,536（8,508） 26（233）

（注）１．従業員数は社員であり、パートタイマー（１日８時間換算による月平均人数）は、

（　）外数で記載しております。

２．その他事業の従業員数のうち、23名は国内飲食事業からの受入出向者であります。

３．全社の従業員数のうち、２名は国内飲食事業からの受入出向者であります。

４．国内飲食事業の従業員数のうち、８名は全社からの受入出向者であります。

②　当社の従業員の状況

区 分 従業員数
前期末比増減
（△は減少）

平均年齢 平均勤続年数

男　性 35名 △1,201名 44.0歳 17.1年

女　性 9 △129 32.1 9.0

合計または平均 44 △1,330 41.6 15.5

 (注) １．上記の他にパートタイマー１名（１日８時間換算による月平均人数）を雇用しており

ます。

２．上記、従業員数には子会社、株式会社松屋フーズへの出向社員８名を含んでおりませ

ん。

３．上記、従業員数には契約社員１名を含んでおります。

４．従業員数が前事業年度末に比べ1,330名減少しておりますが、これは主として当社が持

株会社体制へ移行したことによるものであります。

－ 12 －

従業員の状況
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(8)主要な借入先の状況（平成31年３月31日現在）

借 入 先 借 入 残 高

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 2,489,790千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,899,962

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,431,128

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,013,178

農 林 中 央 金 庫 727,200

信 金 中 央 金 庫 634,550

株 式 会 社 横 浜 銀 行 494,000

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 379,810

株 式 会 社 り そ な 銀 行 197,620

－ 13 －
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成31年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 70,000,000株

②　発行済株式の総数 19,063,968株

③　株主数 46,672名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

瓦 葺 利 夫 3,846,900株 20.19％

有 限 会 社 テ ィ ケ イ ケ イ 2,979,441 15.63

有 限 会 社 ト ゥ イ ー ル 1,830,000 9.60

瓦 葺 一 利 936,500 4.91

瓦 葺 　 香 744,372 3.91

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 518,400 2.72

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（株式会社三井住
友 銀 行 退 職 給 付 信 託 口 ）

311,000 1.63

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 246,500 1.29

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 218,600 1.15

松 屋 社 員 持 株 会 194,189 1.02

（注）持株比率は自己株式（7,691株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

－ 14 －
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成31年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 瓦 葺 利 夫

代表取締役社長 瓦 葺 一 利
株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品
本部長
株式会社エム・エル・エス代表取締役社長

専 務 取 締 役 丹 　 沢 　 紀 一 郎
財務経理部長兼人事部長
株式会社松屋フーズ専務取締役経営管理本
部長

取 締 役 薄 井 芳 人
株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本
部長
青島松屋商貿有限公司董事長

取 締 役 大 蔵 達 也

株式会社松屋フーズ取締役店舗開発本部長
Matsuya Foods USA, Inc. Director
Matsuya International, Inc. Director
Matsuya New York, Inc. Director

取 締 役 藤 原 英 理 あおば社会保険労務士法人代表社員

常 勤 監 査 役 鈴 木 治 夫 株式会社松屋フーズ常勤監査役

監 査 役 藤 ノ 木 　 　 　 清 公認会計士藤ノ木事務所

監 査 役 髙 梨 　 宏 樹 株式会社ヨネイ社外監査役

（注）１．取締役のうち藤原　英理氏は、社外取締役であります。

２．監査役のうち藤ノ木　清氏及び髙梨　宏樹氏は、社外監査役であります。

３．監査役藤ノ木　清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。

４. 当社は社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と

して指定し、同取引所に届け出ております。

５．事業年度中における取締役の役職及び主な担当の変更は、以下のとおりであります。

平成30年４月１日付の変更内容

氏 名 旧役職及び主な担当 新役職及び主な担当

丹 　 沢 　 紀 一 郎 専務取締役　経営管理本部長兼財

務経理部長兼人事総務部長兼シェ

アードサービスセンター長

専務取締役　経営管理本部長兼財

務経理部長兼人事部長

薄 井 芳 人 取締役　生産物流本部長兼嵐山工

場長兼富士山工場長兼物流部長

取締役　生産物流本部長兼嵐山工

場長兼富士山工場長兼エンジニア

リング部長

－ 15 －
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平成30年６月１日付の変更内容

氏 名 旧役職及び主な担当 新役職及び主な担当

薄 井 芳 人 取締役　生産物流本部長兼嵐山工

場長兼富士山工場長兼エンジニア

リング部長

取締役　生産物流本部長兼富士山

工場長兼エンジニアリング部長兼

六甲生産物流センター設立準備室

長

平成30年６月26日付の変更内容

氏 名 旧役職及び主な担当 新役職及び主な担当

髙 梨 宏 樹 ― 社外監査役

平成30年10月１日付の変更内容

氏 名 旧役職及び主な担当 新役職及び主な担当

瓦 葺 一 利 代表取締役社長　商品本部長 代表取締役社長

丹 　 沢 　 紀 一 郎 専務取締役　経営管理本部長兼財

務経理部長兼人事部長

専務取締役　財務経理部長兼人事

部長

薄 井 芳 人 取締役　生産物流本部長兼富士山

工場長兼エンジニアリング部長兼

六甲生産物流センター設立準備室

長

取締役

大 蔵 達 也 取締役　店舗開発本部長兼店舗開

発部長

取締役

②　事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏 名 退任日 退任事由
退任時の地位・担当及
び重要な兼務の状況

濱 　 洲 平成30年６月26日 任期満了 社外監査役

③　責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づ

き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま

す。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも会社法第425条第１

項に定める最低責任限度額を限度としております。

－ 16 －
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④　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　 締　 役）

6名
（1）

172,923千円
（3,714）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

4
（3）

18,024
（4,695）

合 計 10 190,947

（注）１．平成16年７月より、使用人兼務取締役の使用人分給与を廃止しておりますので、全額

役員報酬としております。

２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月22日開催の第31期定時株主総会において年額

300,000千円以内と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月22日開催の第31期定時株主総会において年額

35,000千円以内と決議いただいております。

４．上表には、平成30年６月26日開催の第43期定時株主総会終結の時をもって退任した社

外監査役１名を含んでおります。

⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役藤原　英理氏は、あおば社会保険労務士法人代表社員を兼務し

ております。なお、兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

　監査役藤ノ木　清氏は、公認会計士藤ノ木事務所と兼務しております。

なお、兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

　監査役髙梨　宏樹氏は、株式会社ヨネイ社外監査役を兼務しておりま

す。なお、兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度における取締役会には、藤原　英理取締役が15回中15回、

藤ノ木　清監査役が15回中15回、髙梨　宏樹監査役（平成30年６月26日

就任以降）が11回中11回出席し、取締役会における意思決定の妥当性・

適正性を確保するため、客観的及び中立的立場から適宜発言し意見等を

述べております。

当事業年度における監査役会には、藤ノ木　清監査役が14回中14回、

髙梨　宏樹監査役（平成30年６月26日就任以降）が9回中9回出席し、監

査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行ってお

ります。

（注）上記の取締役会の開催回数の他、会社法第370条及び当社定款第22条の規定に

基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回実施されており

ます。

－ 17 －
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(4) 会計監査人の状況

①　名称

有限責任監査法人トーマツ

②　報酬等の額

支 払 額

イ．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 40,000千円

ロ．当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その
他の財産上の利益の合計額

40,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できな

いため、イ．の金額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積

りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監

査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

３．当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認

会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含

む）の監査を受けております。

③　非監査業務の内容

該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると

認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたし

ます。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される

株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。

－ 18 －

会計監査人の状況
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(5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

その他会社の業務の適正を確保するための体制についての概要は以下のとお

りであります。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制

イ．企業としての基本的な倫理観を定めた「松屋フーズホールディングス

グループ倫理綱領」及び不祥事の発生を未然に防ぎ、健全な企業行動を

促進しさまざまなステークホルダーから信頼される企業風土を醸成する

ために「松屋フーズホールディングスグループ行動基準」を制定し、法

令・社内規程の遵守及び社会規範の遵守を企業活動の前提とすることを

徹底しております。

　なお、「松屋フーズホールディングスグループ倫理綱領」及び「松屋

フーズホールディングスグループ行動基準」についてとりまとめた「松

屋フーズホールディングスグループコンプライアンスの手引き」を全役

職員が閲覧できる体制をつくり、コンプライアンスのための教育ツール

として活用しております。

ロ．コンプライアンスの取り組みについては、法務担当グループにおいて、

松屋フーズホールディングスグループ全体を横断的に統括することとし、

定期的にコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施しており

ます。

ハ．コンプライアンスに反する行為及びコンプライアンスに反する疑いの

ある行為等について、従業員等が直接、相談・通報する手段としてのホ

ットライン（ホイッスルテレフォン）を法務担当グループに設置・運営

しております。

　なお、従業員・取引先等からの相談・通報の適正な処理に関する仕組

みを定めた「通報者保護規程」を制定しております。

ニ．今後、既に制定している「綱領」、「基準」及び「規程」の厳格な運

用と監視を含めた管理体制等の整備を推進してまいります。

－ 19 －
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②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

　「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または

電磁的媒体等（以下、文書等という）に記録し保存しております。取締

役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるようにしておりま

す。

③　損失の危険の管理に関する規定その他の体制

イ．松屋フーズホールディングスグループにおいて発生しうる各種リスク

について、発生を防止する管理体制の整備及び発生した各種リスクへの

適切な対応を定めた「松屋フーズホールディングスグループリスク管理

規程」を制定しており、松屋フーズホールディングスの取締役社長を委

員長とする「リスク管理委員会」を設置（事務局を法務担当グループに

置く）して、リスク管理に関する方針の策定及び体制の整備等松屋フー

ズホールディングスグループの全社的対応を行っております。

ロ．松屋フーズホールディングスの各部及びグループ各社を単位とする部

門の長が、それぞれ部門内のリスク管理責任者としてリスク管理を行っ

ております。

ハ．松屋フーズホールディングスグループの信用販売等により生ずる貸倒

れ等を未然に防止する、もしくは最小限に抑え、経営の健全性が損なわ

れないようにするため、新規の取引開始及び債権の管理等について「与

信管理規程」を制定しております。

ニ．今後、既に制定している「規程」及び既に設置している「委員会」の

厳格な運用と監視を含めたリスク管理体制等の整備を推進してまいりま

す。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．自立的なコーポレート・ガバナンスの強化とスピード重視の効率的な

職務執行のため、取締役会等の事前に重要事項を審議する場として、「グ

ループ経営戦略会議」を定期的及び必要な都度開催しております。この

「グループ経営戦略会議」には、原則として全取締役が出席し、月次実

績のレビューや取締役会決議事項のうち事前審議が必要な事項、中期経

営計画に関する事項、新規事業及び投資案件等について集中的に審議を

行っております。

－ 20 －

業務の適正を確保するための体制
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ロ．店舗・本部・工場・物流センター・グループ各社を結ぶブロードバン

ドによる全社ＩＴネットワーク網を構築し、ＩＴネットワークを駆使し

たイントラネットシステムＭＫＣ－Plaza（Matsuya Knowledge 

Collaboration Plaza）を立ち上げ、情報の共有化と各セクションの連携

をより強力なものにしており、メール、掲示板、文書管理及びワークフ

ロー機能（電子稟議システム）を活用することで、取締役の職務の執行

を含めた事務の効率化を図っております。

ハ．今後も、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための

体制整備を推進してまいります。

⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

　松屋フーズホールディングスグループ全体の内部統制に関する担当部署

を内部監査部とし、グループ各社における内部統制体制の構築及び実効性

を高めるための諸施策を立案するとともに、必要に応じグループ各社への

指導・支援等を実施しております。また、当社の主要部門長及び監査役が

子会社の取締役、監査役にそれぞれ就任することで、取締役等の職務の執

行が効率的かつ牽制機能が働く体制を構築しております。なお、松屋フー

ズホールディングスグループでは、「松屋フーズホールディングスグルー

プ倫理綱領」及び「松屋フーズホールディングスグループ行動基準」を基

に、法令・社内規程の遵守及び社会規範の遵守を企業活動の前提とするこ

とを徹底しております。

⑥　監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該

使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事

項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

　監査役は、内部監査部所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令する

ことができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人

はその命令に関して、取締役、内部監査部長等の指揮命令を受けないもの

としております。

－ 21 －
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⑦　取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会へ

の報告に関する体制

　松屋フーズホールディングスグループの取締役及び使用人は、監査役会

に対して、法定の事項に加え、松屋フーズホールディングスグループに重

大な影響を及ぼす事項等をすみやかに報告する体制を整備しております。

なお、従業員・取引先等からの相談・通報の適正な処理に関する仕組みを

定めた「通報者保護規程」を制定しており、当該報告をしたことを理由と

して不利な扱いを受けないことを確保するための体制を構築しております。

⑧　その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．監査役会と取締役社長との定期的な意見交換会を設定しております。

ロ．役職員の監査役監査に対する理解を深めるとともに、監査役監査の環

境整備を推進してまいります。

ハ．監査役監査の実施に当たり、監査役が必要と認める場合は公認会計士

や弁護士等の外部専門家の意見を拝聴することとしております。これら

監査役監査において生じる費用又は債務は、会社が負担いたします。

⑨　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

イ．市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動にも障害となる反社会

的勢力及び団体に対しては、断固として対決し、常に「利用しない」「金

をださない」「恐れない」「交際しない」を基本原則として毅然とした

態度で臨んでまいります。

ロ．対応統括部署を総務担当グループ、不当要求防止責任者を総務担当部

長とし、お客様相談室、法務担当グループを整備するとともにマニュア

ルを作成し、それらに基づき全社一丸となって対応してまいります。ま

た、警察及び（財）暴力団追放運動推進センター主催の講習会等に参加

し情報収集に努めてまいります。なお、反社会的勢力排除に向けた基本

的な考え方について「松屋フーズホールディングスグループコンプライ

アンスの手引き」に記載し、全役職員が閲覧できる体制をつくり、教育

ツールとして活用しております。

－ 22 －

業務の適正を確保するための体制
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要）

　当社は、取締役会において決議された「松屋フーズホールディングス内

部統制構築のための基本方針及びその体制等」に基づき、体制の整備・運

用を実施しております。

①　取締役の職務執行について

　定時取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じて適宜開催し、取締役

会規程に定めた事項等、経営に関する重要事項等を決議しております。さ

らに、自律的なコーポレート・ガバナンスの強化と迅速かつ効率的な職務

執行のため、グループ経営戦略会議を必要な都度開催しており、重要案件

について集中的に審議するなど、業務執行の適正性及び効率性等を確保し

ております。また、情報の管理及び保存は、関連規定に基づき適切に管理

することとし、必要に応じて閲覧できるようにしております。

②　監査役の職務執行について

　監査役は取締役会に原則毎回出席し、意見を述べております。さらに監

査役会を適宜開催し、職務執行状況の監視を行う等、監査体制の充実を図

っております。また、取締役社長や会計監査人及び内部監査部門等と必要

に応じ情報交換等を行っており、取締役の職務執行及び内部統制の運用状

況等を確認しております。なお、監査役の職務執行により生じる費用等は

適切に精算しております。

③　当社子会社における業務の適正の確保について

　当社では、当社の主要部門長及び監査役が子会社の取締役、監査役にそ

れぞれ就任しており、当社子会社における重要事項を把握できる体制を整

備し、管理しております。また、必要に応じて指導及び支援等を実施し、

業務の適正性を確保しております。

－ 23 －
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④　コンプライアンス及びリスク管理について

　当社では、「松屋フーズホールディングスグループ倫理綱領」及び「松

屋フーズホールディングスグループ行動基準」についてとりまとめた「松

屋フーズホールディングスグループコンプライアンスの手引き」を全役職

員が閲覧できる体制を整備し、従業員教育に組み入れた「コンプライアン

ス教育」を実施しております。さらに、通報者保護規定を制定し、コンプ

ライアンスに関して従業員等が直接相談・通報する仕組みを構築し、運用

しております。また、松屋フーズホールディングスグループにおいて発生

しうる各種リスクへの適切な対応を定めた「松屋フーズホールディングス

リスク管理規程」を制定し、必要に応じ取締役社長を委員長とした「リス

ク管理委員会」を開催し、全社的対応を実施しております。

⑤　反社会的勢力排除について

　当社では、「公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会」に加盟

し、関係機関と連携して反社会的勢力排除に向けた体制強化を図っており

ます。また、反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方を「松屋フーズホ

ールディングスコンプライアンスの手引き」に記載し、全役職員が閲覧で

きる体制を整備して教育ツールとして活用しております。

－ 24 －
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(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと考えており、

将来の事業展開や経営基盤強化のための内部留保に留意しながら、安定した

配当を継続して実施していくことを基本方針としております。また、内部留

保金は新規出店や既存店改装等の設備投資に重点配分して、競争力を維持拡

大させてまいります。

　当事業年度の配当金につきましては、安定配当という基本方針を継続し、

従来と同水準の普通配当１株当たり24円（中間配当12円）として実施する予

定であります。

　当社は、「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配

当を行うことができる。」旨を定款に定めております。なお、当事業年度の

中間配当につきましては、平成30年10月31日開催の取締役会で決議されてお

ります。

－ 25 －
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成31年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

店 舗 賃 借 仮 勘 定

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

17,706,436

9,491,916

1,339,411

605,097

3,773,015

2,496,996

47,319,755

31,764,296

17,083,079

1,625,721

1,987,463

9,341,954

1,302,926

423,151

251,811

167,461

84,350

15,303,646

71,642

12,400,782

431,523

109,358

1,546,043

200,536

553,520

△9,761

流 動 負 債 14,047,127

買 掛 金 2,175,724

短 期 借 入 金 87,690

一年内返済予定の長期借入金 2,132,756

未 払 金 4,591,921

未 払 法 人 税 等 1,059,806

賞 与 引 当 金 927,418

そ の 他 3,071,811

固 定 負 債 10,170,807

長 期 借 入 金 7,174,912

資 産 除 去 債 務 1,449,230

役員退職慰労引当金 581,100

リ ー ス 債 務 772,752

そ の 他 192,813

負 債 合 計 24,217,935

純 資 産 の 部

株 主 資 本 40,874,327

資 本 金 6,655,932

資 本 剰 余 金 6,963,144

利 益 剰 余 金 27,271,571

自 己 株 式 △16,321

その他の包括利益累計額 △66,071

その他有価証券評
価 差 額 金

588

為替換算調整勘定 △66,659

純 資 産 合 計 40,808,255

資 産 合 計 65,026,191 負 債 ・ 純 資 産 合 計 65,026,191

－ 26 －
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連 結 損 益 計 算 書

(自　平成30年４月１日)至　平成31年３月31日
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 98,158,634

売 上 原 価 32,227,265

売 上 総 利 益 65,931,369

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 62,046,437

営 業 利 益 3,884,931

営 業 外 収 益

受 取 利 息 22,690

受 取 配 当 金 1,587

受 取 賃 貸 料 253,908

協 賛 金 収 入 125,726

そ の 他 199,587 603,500

営 業 外 費 用

支 払 利 息 43,061

賃 貸 費 用 222,741

そ の 他 39,732 305,534

経 常 利 益 4,182,897

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 71

収 用 補 償 金 29,072

受 取 補 償 金 25,000

そ の 他 7,778 61,922

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 2,765

固 定 資 産 除 却 損 14,832

店 舗 閉 鎖 損 失 1,586

減 損 損 失 570,295

和 解 金 50

そ の 他 887 590,417

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 3,654,401

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,630,084

法 人 税 等 調 整 額 △173,326 1,456,757

当 期 純 利 益 2,197,643

親会社株主に帰属する当期純利益 2,197,643

－ 27 －

連結損益計算書
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連結株主資本等変動計算書

(自　平成30年４月１日)至　平成31年３月31日
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成30年４月１日期首残高 6,655,932 6,963,144 25,531,282 △15,227 39,135,132

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,354 △457,354

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,197,643 2,197,643

自 己 株 式 の 取 得 △1,094 △1,094

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 1,740,289 △1,094 1,739,194

平成31年３月31日期末残高 6,655,932 6,963,144 27,271,571 △16,321 40,874,327

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純資産合計その他有価証
券評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益累計額合計

平成30年４月１日期首残高 875 △57,041 △56,165 39,078,966

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,354

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

2,197,643

自 己 株 式 の 取 得 △1,094

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△287 △9,617 △9,905 △9,905

連結会計年度中の変動額合計 △287 △9,617 △9,905 1,729,289

平成31年３月31日期末残高 588 △66,659 △66,071 40,808,255

－ 28 －

連結株主資本等変動計算書
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貸　借　対　照　表

（平成31年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

短 期 貸 付 金

未 収 還 付 消 費 税 等

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

出 資 金

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

投 資 不 動 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

8,308,983

3,492,586

283,812

2,601

16,799

3,123,792

1,311,049

78,342

41,604,848

4,855,721

1,405,255

8,479

8,894

0

31,619

3,386,616

2,772

12,085

233,428

166,504

66,923

36,515,698

71,642

34,051,918

84,344

110

250

30,857

1,163,500

747,506

369,268

△3,700

流 動 負 債 3,107,574

一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 2,132,756

未 払 金 117,173

未 払 法 人 税 等 172,029

賞 与 引 当 金 45,936

株 主 優 待 引 当 金 328,568

未 払 消 費 税 等 262,622

そ の 他 48,488

固 定 負 債 7,749,587

長 期 借 入 金 7,174,912

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 568,600

リ ー ス 債 務 2,095

そ の 他 3,979

負 債 合 計 10,857,161

純 資 産 の 部

株 主 資 本 39,056,081

資 本 金 6,655,932

資 本 剰 余 金 6,963,144

資 本 準 備 金 6,963,144

利 益 剰 余 金 25,453,326

利 益 準 備 金 209,276

そ の 他 利 益 剰 余 金 25,244,049

別 途 積 立 金 13,547,000

繰 越 利 益 剰 余 金 11,697,049

自 己 株 式 △16,321

評 価 ・ 換 算 差 額 等 588

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 588

純 資 産 合 計 39,056,670

資 産 合 計 49,913,831 負 債 ・ 純 資 産 合 計 49,913,831

－ 29 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

(自　平成30年４月１日)至　平成31年３月31日
（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 及 び 営 業 収 益 合 計

売 上 高 47,162,042

営 業 収 益 1,643,963 48,806,006

売 上 原 価 15,511,187

売 上 総 利 益 33,294,819

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 並 び に 営 業 費 用 合 計

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 30,192,776

営 業 費 用 1,181,457 31,374,233

営 業 利 益 1,920,585

営 業 外 収 益

受 取 利 息 20,288

受 取 配 当 金 21,587

受 取 賃 貸 料 150,456

協 賛 金 収 入 62,749

そ の 他 96,563 351,644

営 業 外 費 用

支 払 利 息 40,899

賃 貸 費 用 111,839

そ の 他 20,950 173,689

経 常 利 益 2,098,540

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

受 取 補 償 金 25,000

そ の 他 486 25,486

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 1,218

固 定 資 産 除 却 損 10,921

店 舗 閉 鎖 損 失 2,202

関 係 会 社 株 式 評 価 損 144,326

減 損 損 失 134,690

そ の 他 50 293,410

税 引 前 当 期 純 利 益 1,830,616

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 734,795

法 人 税 等 調 整 額 134,091 868,886

当 期 純 利 益 961,729

－ 30 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

(自　平成30年４月１日)至　平成31年３月31日
（単位：千円）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金
合    　計

利　益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合  　　計土地圧縮

積 立 金
建物圧縮
積 立 金

別 途
積立金

繰越利益
剰 余 金

平成30年４月１日期首残高 6,655,932 6,963,144 6,963,144 209,276 220,140 83,274 13,547,000 11,191,182 25,250,873 △15,227 38,854,723

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,354 △457,354 △457,354

建物圧縮積立金の取崩し △1,492 1,492 － －

会 社 分 割 に よ る 減 少 △220,140 △81,781 △301,922 △301,922

当 期 純 利 益 961,729 961,729 961,729

自己株式の取得 △1,094 △1,094

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － △220,140 △83,274 － 505,867 202,452 △1,094 201,358

平成31年３月31日期末残高 6,655,932 6,963,144 6,963,144 209,276 － － 13,547,000 11,697,049 25,453,326 △16,321 39,056,081

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計その他有価証
券評価差額金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成30年４月１日期首残高 875 875 38,855,599

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △457,354

建物圧縮積立金の取崩し －

会 社 分 割 に よ る 減 少 △301,922

当 期 純 利 益 961,729

自己株式の取得 △1,094

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

△287 △287 △287

事業年度中の変動額合計 △287 △287 201,071

平成31年３月31日期末残高 588 588 39,056,670

－ 31 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

令和元年５月８日

株式会社松屋フーズホールディングス

取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 塚 　 亨 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐々田　博　信 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社松屋フー

ズホールディングスの平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結

会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これ

には、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する

ことが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、

我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これ

に基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手

するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不

正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい

て選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表

明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、

状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適

正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用

した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

－ 32 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当

と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社松屋フーズホールディ

ングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の

財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 33 －

連結計算書類に係る会計監査報告



2019/05/21 18:01:35 / 18483143_株式会社松屋フーズホールディングス_招集通知

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

令和元年５月８日

株式会社松屋フーズホールディングス

取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 塚 　 亨 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 佐々田　博　信 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社松

屋フーズホールディングスの平成30年４月１日から平成31年３月31日まで

の第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行っ

た。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及び

その附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内

部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場

から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当

監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細

書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監

査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監

査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断

により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示

のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の

有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す

る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその

附属明細書の表示を検討することが含まれる。

－ 34 －

計算書類に係る会計監査報告



2019/05/21 18:01:35 / 18483143_株式会社松屋フーズホールディングス_招集通知

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及

びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に

より記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 35 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第44期事業

年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ

き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受ける他、取締役等及び会計監査人か

らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意

思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、以下

の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職

務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な

決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の

状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役

及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社か

ら事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成

る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施

行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役

会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ

ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況

について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明

いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している

かを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況に

ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査

人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会

社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基

準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨

の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

－ 36 －

監査役会の監査報告
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　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。

令和元年５月14日

株式会社松屋フーズホールディングス　監査役会

常勤監査役 鈴 木 治 夫 

社外監査役 藤ノ木　　　清 

社外監査役 髙 梨 宏 樹 

以　上

－ 37 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と位置付け、将来

の事業展開や経営基盤強化のための内部留保に留意しながら、安定配当を継

続することを基本とし、業績並びに今後の事業展開等を勘案して配当を行う

ことを方針としています。

当期の期末配当につきましては、普通配当12円といたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は228,675,324円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

令和元年６月26日といたしたいと存じます。

－ 38 －

剰余金処分議案
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第２号議案　　取締役６名選任の件

取締役全員（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

　　あらためて取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

株 式 の 数

１

かわら

瓦
ぶき

葺
とし

利
お

夫
(昭和16年５月５日生)

昭和50年10月　有限会社松屋商事設立

　　　　　　代表取締役社長

昭和55年１月　株式会社松屋商事に会社組織を変

　　　　　　　更　代表取締役社長

昭和56年３月　株式会社松屋食品設立

　　　　　　代表取締役社長

昭和63年４月　株式会社松屋商事と株式会社松屋

　　　　　　　食品との合併により株式会社松屋

　　　　　　　商事　代表取締役社長

平成元年６月　株式会社松屋フーズ（株式会社松

　　　　　　　屋商事より商号変更）

　　　　　　代表取締役社長

平成19年６月　当社代表取締役社長兼商品本部長

平成21年６月　当社代表取締役会長

平成30年10月　株式会社松屋フーズホールディン

　　　　　　　グス（株式会社松屋フーズより商

　　　　　　　号変更）代表取締役会長（現任）

3,846,900株

【取締役候補者とした理由】

当社の創業者で、高い経営理念を掲げ強いリーダーシップで会社を牽引してきた実績

と、経営への幅広い知見を有していることから、取締役候補者といたしました。

２

かわら

瓦
ぶき

葺
かず

一
とし

利
(昭和51年１月10日生)

平成13年２月　株式会社東食（現　株式会社カー

　　　　　　　ギルジャパン）入社

平成18年６月　当社入社

平成23年４月　当社財務経理部長

平成23年６月　当社執行役員財務経理部長

平成24年５月　当社執行役員経営管理本部長付

（官民人事交流制度により農林水産

省へ出向）

平成25年５月　当社執行役員商品部長

平成25年６月　当社取締役商品部長兼国際事業部

　　　　　　　長

平成26年４月　当社取締役商品本部長兼商品部長

　　　　　　　兼商品開発部長

平成27年６月　当社常務取締役商品本部長兼商品

　　　　　　　部長兼商品開発部長

平成28年６月　当社代表取締役社長兼商品本部長

平成30年10月　当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

 株式会社松屋フーズ代表取締役社長兼商品本部長

 株式会社エム・エル・エス　代表取締役社長

936,500株

【取締役候補者とした理由】
当社の商品、営業、工場、財務の主要部門内で培ってきた経験と実績から経営全般を
掌握し、成長志向の経営に取り組んでいることから、取締役候補者といたしました。

－ 39 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

株 式 の 数

３

たん

丹　
ざわ

沢
 

　
き

紀
いち

一
ろう

郎
(昭和29年２月11日生)

昭和54年４月　商工組合中央金庫（現　株式会社

　　　　　　　商工組合中央金庫）入庫

平成25年６月　当社執行役員財務経理部長兼人事

　　　　　　　担当部長

平成26年４月　当社執行役員経営管理本部副本部

　　　　　　　長兼財務経理部長兼人事総務部長

平成26年６月　当社取締役経営管理本部副本部長

　　　　　　　兼財務経理部長兼人事総務部長

平成27年６月　当社常務取締役経営管理本部副本

　　　　　　　部長兼財務経理部長兼人事総務部

　　　　　　　長

平成27年12月　当社常務取締役経営管理本部副本

　　　　　　　部長兼財務経理部長兼人事総務部

　　　　　　　長兼シェアードサービスセンター

　　　　　　　長

平成28年４月　当社常務取締役経営管理本部長兼

　　　　　　　財務経理部長兼人事総務部長

平成29年６月　当社専務取締役経営管理本部長兼

　　　　　　　財務経理部長兼人事総務部長

平成30年３月　当社専務取締役経営管理本部長兼

　　　　　　　財務経理部長兼人事総務部長兼シ

　　　　　　　ェアードサービスセンター長

平成30年４月　当社専務取締役経営管理本部長兼

　　　　　　　財務経理部長兼人事部長

平成30年10月　当社専務取締役財務経理部長兼人

　　　　　　　事部長（現任）

（重要な兼職の状況）

 株式会社松屋フーズ専務取締役経営管理本部長

300株

【取締役候補者とした理由】
当社において、長く人事・財務部門に携わり、現在は専務取締役として当社経営を担
っており、豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者といたしました。

－ 40 －

取締役選任議案
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候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

株 式 の 数

４

うす

薄
い

井
よし

芳
と

人
(昭和37年８月11日生)

昭和59年９月　当社入社

平成13年４月　当社商品開発部長

平成17年１月　当社中国駐在員事務所長

平成19年４月　当社商品開発部長兼中国駐在員事

　　　　　　　務所長

平成19年６月　当社取締役商品本部副本部長兼商

　　　　　　　品開発部長

平成21年４月　当社取締役商品本部副本部長兼商

　　　　　　　品開発部長兼新規事業部長

平成21年６月　当社取締役商品本部長兼商品開発

　　　　　　　部長兼新規事業部長

平成22年４月　当社取締役商品本部長兼商品開発

　　　　　　　部長

平成22年６月　当社取締役商品本部長兼商品開発

　　　　　　　部長兼製造部長

平成22年10月　当社取締役商品開発部長兼製造部

　　　　　　　長

平成23年４月　当社取締役商品本部長兼商品開発

　　　　　　　部長兼製造部長

平成26年４月　当社取締役生産物流本部長兼生産

　　　　　　　物流部長

平成27年４月　当社取締役生産物流本部長兼生産

　　　　　　　管理部長兼物流部長兼環境事業推

　　　　　　　進部長兼嵐山工場長兼富士山工場

　　　　　　　長

平成27年10月　当社取締役生産物流本部長兼生産

　　　　　　　管理部長兼環境事業推進部長兼嵐

　　　　　　　山工場長兼富士山工場長

平成27年12月　当社取締役生産物流本部長兼物流

　　　　　　　部長兼環境事業推進部長兼嵐山工

　　　　　　　場長兼富士山工場長

平成28年４月　当社取締役生産物流本部長兼物流

　　　　　　　部長兼嵐山工場長兼富士山工場長

平成30年４月　当社取締役生産物流本部長兼嵐山

　　　　　　　工場長兼富士山工場長兼エンジニ

　　　　　　　アリング部長

平成30年６月　当社取締役生産物流本部長兼富士

　　　　　　　山工場長兼エンジニアリング部長

　　　　　　　兼六甲生産物流センター設立準備

　　　　　　　室長

平成30年10月　当社取締役（現任）

 （重要な兼職の状況）

株式会社松屋フーズ常務取締役生産物流本部長

青島松屋商貿有限公司董事長

300株

【取締役候補者とした理由】

当社において、長く生産物流部門に携わり、製造物流に精通し、かつ営業部門を含め

た豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者といたしました。

－ 41 －

取締役選任議案



2019/05/21 18:01:35 / 18483143_株式会社松屋フーズホールディングス_招集通知

候補者
番　号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社

株 式 の 数

５

おお

大
くら

蔵
たつ

達
や

也
(昭和36年12月30日生)

昭和60年３月　当社入社

平成12年12月　当社営業企画部長

平成14年４月　当社営業二部長

平成16年１月　株式会社エム・ピー・アイ出向部

　　　　　　　長

平成19年４月　当社営業推進企画部長

平成21年４月　当社営業推進企画部長兼牛めし

　　　　　　　事業一部長

平成22年６月　当社取締役営業推進企画部長兼

　　　　　　　牛めし事業一部長

平成24年４月　当社取締役営業本部長兼営業推進

　　　　　　　企画部長兼牛めし事業一部長

平成24年10月　当社取締役営業本部長兼営業推進

　　　　　　　企画部長

平成26年４月　当社取締役営業本部長

平成28年４月　当社取締役店舗開発本部長兼店舗

　　　　　　　開発部長

平成30年10月　当社取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社松屋フーズ取締役店舗開発本部長

Matsuya Foods USA, Inc. Director

Matsuya International, Inc. Director

Matsuya New York, Inc. Director

2,800株

【取締役候補者とした理由】
当社において、長く営業部門に携わり、現在は取締役店舗開発本部長を務めるなど、
豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者といたしました。

６

ふじ

藤
わら

原
え

英
り

理
(昭和36年８月７日生)

昭和62年４月　中外製薬株式会社入社

平成12年４月　野村證券株式会社入社

平成16年８月　あおば社会保険労務士法人設立

　　　　　　　代表社員就任（現任）

平成27年６月　当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

あおば社会保険労務士法人代表社員

－

【社外取締役候補者とした理由】

あおば社会保険労務士法人で代表社員としての経営経験もあり、社外取締役として、

その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また当社は、今後の当社の事

業拡大にあたって、女性の経営視点を取り込む必要性を感じており、藤原氏の豊富な

経験と見識を活かして、ご助言をいただくため、引き続き取締役候補者として適任と

判断いたしました。

（注）１．各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

２．瓦葺利夫氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。

３．藤原英理氏は、社外取締役候補者であります。

　　　４．藤原英理氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

　　　　　は、本総会終結の時をもって４年となります。

　　　５．当社は、藤原英理氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

　　　　　項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責

　　　　　任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としており、藤原

　　　　　英理氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

　　　６．再任が承認された場合は引き続き、藤原英理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立

　　　　　役員とする予定であります。

－ 42 －

取締役選任議案
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第３号議案　監査役１名選任の件

　　　本総会終結の時をもって、監査役藤ノ木清氏は任期満了となります。つき

　　ましては、監査役１名の選任をお願いするものであります。

　　　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

いま

今
むら

村
ゆき

幸
お

雄
(昭和31年3月9日生)

昭和53年４月　三菱商事株式会社入社

平成22年６月　三菱商事マシナリ株式会社常務執

　　　　　　　行役員

平成24年６月　三菱商事株式会社機械グループ付

　　　　　　　監査室長

平成27年10月　特定非営利活動法人新現役ネット

　　　　　　　入社　事務局長（現任）

－

【社外監査役候補者とした理由】

同氏は、大手総合商社で培った豊富な経営ノウハウと海外駐在で得たグローバルな視点を持つ

とともに、監査業務、内部統制に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂

行していただけるものと判断しております。

（注）１．今村幸雄氏は、新任の候補者であります。

　　　２．候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

　　　３．今村幸雄氏は、社外監査役候補者であります。

　　　４．今村幸雄氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規

　　　　　定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり

　　　　　ます。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に規定

　　　　　する最低責任限度額といたします。

　　　５．今村幸雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏

　　　　　の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

－ 43 －

監査役選任議案
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第４号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

　　　　監査役藤ノ木清氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任され

　　　ますので、在任中の功労に報いるため、当社役員退職慰労金内規に従い、

　　　退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

　　　　なお、贈呈の時期、方法等は監査役の協議によることにご一任願いたく

　　　存じます。

　　　　役員退職慰労金制度につきましては、平成16年６月23日をもって廃止す

　　　ることを取締役会にて決議いたしており、同日までの在任期間に対する役

　　　員退職慰労金につきまして、本総会にお諮りするものであります。

　　　　退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

　　　　　氏　　　　　　　　　名 　　　　　略　　　　　　　　歴

ふじ

藤
の

ノ
き

木
 

　
きよし

清 平成12年６月　当社社外監査役（現任）

－ 44 －

役員退職慰労金贈呈議案
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第５号議案　補欠監査役１名選任の件

　　　　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役

　　　１名の選任をお願いするものであります。

　　　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
株 式 の 数

すず

鈴
き

木
 

　
かず

和
のり

憲
(昭和30年４月23日生)

昭和54年３月　中央大学法学部卒業

平成元年４月　弁護士登録（第一東京弁護士会）

平成10年４月　中央大学法学部特別講師

平成14年１月　「シグマ麹町法律事務所」設立

　　　　　　　（現任）

平成19年４月～平成20年３月

　　　　　　　第一東京弁護士会副会長

平成25年４月～平成26年３月

　　　　　　　日本弁護士連合会常務理事

－

【補欠の社外監査役候補者とした理由】

鈴木和憲氏は、弁護士として長年培われた法律知識を、社外監査役に就任された場合に当社の

監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものでありま

す。鈴木和憲氏は、企業経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に

精通し、企業経営に統治する充分な見識を有しておられることから、社外監査役に就任された

場合、その職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（注）１．鈴木和憲氏と当社との間には、特別な利害関係はありません。

　　　２．鈴木和憲氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

　　　３．鈴木和憲氏が監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1

　　　　　項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定

　　　　　であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項

　　　　　に規定する最低責任限度額といたします。

　　　４．鈴木和憲氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏

が監査役に就任された場合には、独立役員として指定する予定であります。

以　上

－ 45 －

補欠監査役選任議案
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株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿二丁目７番２号

ハイアットリージェンシー東京 Ｂ1階 宴会場「桃山」
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交通のご案内

◇ 都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」（Ａ７出口Ｃ４連絡通路経由）徒歩約１分

◇ 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」から徒歩約４分

◇ ＪＲ各線・京王線・小田急線「新宿駅」（西口）から徒歩約９分

駐車場・駐輪場のご用意はいたしておりませんので、お車等でのご来場はご遠慮

下さいますようお願い申し上げます。

　株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解

下さいますようお願い申し上げます。

地図




